
遺伝⼦組換え⽣物等使⽤実験の申請フローについて

実験責任者
（申請者）

別紙様式の押印の廃⽌に伴い、下記のルートの通り申請書等をご提出して頂きますようお願いします。
申請書等の提出については、必ずメールにてご提出ください。

安全主任者 各部局総務係担当者

研究推進課遺伝⼦組換え⽣物等使⽤安全委員会各部局総務係担当者

➀申請書等を安全主任者へ提出 ②安全主任者確認後、各部
局総務係担当者へ提出

③提出された申請書等をとりまと
め後、研究推進課へ提出

④各部局から提出された申請書等
を確認し会議資料作成後、委員
会へ提出

⑤申請書等を審議後の審査
結果を各部局総務係担当
者へ通知

⑥審議結果を実験責任者
（申請者）へ通知

⑦審議結果確認後、実験開始

※審議結果について、決裁の都合上正式の通知を⾏う前に研究推進課より実験責任者へメールにてご連絡する可能性がございます。


